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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トウからなる繊維集合体、及び高吸収性ポリマーを含む吸収体と、
　この吸収体を包む液透過性を有するシートと、
　吸収体の表面側に設けられた表面側層として、装着者の肌に接触する表面シート及び表
面シートと前記吸収体との間に設けられたセカンドシートを有する吸収性物品において、
　前記表面シート及びセカンドシートはそれぞれ不織布からなるものであり、
　前記トウを構成する繊維は、繊度が１～１６デニール、捲縮度が１インチ当たり１５～
５０個のセルロースエステルの捲縮繊維であり、
　前記トウからなる繊維集合体は、厚さを１０ｍｍとしたときの繊維密度が０．００６０
～０．００７０ｇ／ｃｍ3であり、
　前記高吸収性ポリマーの目付け量は、０．０１～０．０２５ｇ／ｃｍ2であり、
　表面シート若しくはセカンドシートのみ又は表面シート及びセカンドシートの両方に、
エンボス加工により、物品の前後方向に沿う連続線状の溝を形成してなることを特徴とす
る吸収性物品。
【請求項２】
　前記物品前後方向に沿う溝は、幅方向に１ｍｍ～５０ｍｍの間隔を空けて複数本設けら
れている、請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記表面シート１に前記物品の前後方向に沿う連続線状の溝を形成し、前記セカンドシ
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ートに物品の幅方向に沿う連続線状の溝を形成してなる、請求項１または２記載の吸収性
物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙おむつや生理用ナプキン等の吸収性物品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、吸収物品に用いられる吸収体は、パルプ短繊維及び高吸収性ポリマー粒子を積繊
ドラム上に積繊した後、これをクレープ紙等の吸収性シートにより包装して形成していた
。一方、近年では、短繊維の積繊体に代えて、繊維で構成されたトウ（繊維束）を吸収体
に用いることが提案されている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　しかしながら、トウは液の透過性に非常に優れるが、透過性に比べて液の拡散性は劣る
（液が保持されている状態ではある程度の拡散性は発揮される）。このため、従来のトウ
を用いた吸収体では、吸収に利用される部分が限定されてしまうおそれがあり、さらにこ
の場合、吸収容量が少ないことによる漏れや、吸収体内から装着者の肌側への逆戻りが発
生し易くなる。
【特許文献１】特表２００１－５２４３９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、吸収体のより広範な部分を吸収に利用でき
るようになし、もって漏れや逆戻りを抑制することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決した本発明は、次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　トウからなる繊維集合体、及び高吸収性ポリマーを含む吸収体と、
　この吸収体を包む液透過性を有するシートと、
　吸収体の表面側に設けられた表面側層として、装着者の肌に接触する表面シート及び表
面シートと前記吸収体との間に設けられたセカンドシートを有する吸収性物品において、
　前記表面シート及びセカンドシートはそれぞれ不織布からなるものであり、
　前記トウを構成する繊維は、繊度が１～１６デニール、捲縮度が１インチ当たり１５～
５０個のセルロースエステルの捲縮繊維であり、
　前記トウからなる繊維集合体は、厚さを１０ｍｍとしたときの繊維密度が０．００６０
～０．００７０ｇ／ｃｍ3であり、
　前記高吸収性ポリマーの目付け量は、０．０１～０．０２５ｇ／ｃｍ2であり、
　表面シート若しくはセカンドシートのみ又は表面シート及びセカンドシートの両方に、
エンボス加工により、物品の前後方向に沿う連続線状の溝を形成してなることを特徴とす
る吸収性物品。
【０００６】
　（作用効果）
　このように表面側層に連続線状の溝を設けると、装着者から排泄された液は、拡散性に
劣る吸収体に到達する前に表面側層の溝を伝って拡散するようになり、吸収体のより広範
な部分を吸収に利用できるようになる。よって、吸収容量が増大し、漏れや逆戻りが発生
し難い吸収性物品となる。
【０００７】
　また見方を変えると、本発明では表面側層における拡散性が向上するため、吸収体内で
の拡散性を低下させることができ、例えば、繊維集合体の繊維密度を下げる又は高吸収性
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ポリマーを多量に使用することにより、吸収容量を増加させることができる。
【０００８】
　なお、本発明において「表面側」とは装着者の肌に接触する面側を意味する。
【０００９】
【００１０】
　吸収性物品においては、一般に繊維集合体の表面側には、肌と接触する表面シートが設
けられる。また吸収性能に意図する変化、例えば素材の内部構造による拡散性の向上等を
もたらすために、表面シートと吸収体との間にセカンドシートを設ける場合がある。さら
に、繊維集合体を吸水紙により包んで吸収体を構成する場合もある。本発明は、これらの
シートのうち表面シート若しくはセカンドシートのみ又は表面シート及びセカンドシート
の両方に溝を形成することにより、上記作用効果を発揮させることができる。
【００１１】
【００１２】
　吸収性物品においては、物品の前後端部が特に吸収に利用され難い。したがって、本発
明の溝が物品の前後方向に沿って形成されていると、吸収体のより広範な部分を吸収に利
用できるようになるとともに、幅方向への拡散量が低減するため所謂横漏れを抑制する効
果もある。
【００１３】
【００１４】
【００１５】
　圧縮加工により形成される溝は、特に底部において、素材密度が高くなることによる透
液性の低下をもたらすため、液が透過せずに溝伝いに拡散し易い。よって、本項記載の発
明によれば、拡散性をより高めることができる。
　＜請求項２記載の発明＞
　前記物品前後方向に沿う溝は、幅方向に１ｍｍ～５０ｍｍの間隔を空けて複数本設けら
れている、請求項１記載の吸収性物品。
　＜請求項３記載の発明＞
　前記表面シート１に前記物品の前後方向に沿う連続線状の溝を形成し、前記セカンドシ
ートに物品の幅方向に沿う連続線状の溝を形成してなる、請求項１または２記載の吸収性
物品。
　（作用効果）
　吸収性物品は、装着状態では排泄位置が低い位置にあり、その前後側は高所に位置する
ため、排泄位置から離れた位置においては、幅方向へ拡散しようとする液は、排泄位置側
へ下降することになる。つまり、吸収性物品においては、位置によって幅方向への拡散が
困難になる。よって、本発明の溝を、物品の幅方向に沿って設けるのも好ましい形態であ
る。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のとおり、本発明によれば、吸収体のより広範な部分を吸収に利用できるようにな
り、もって漏れや逆戻りを抑制できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について、テープ止着式紙おむつへの適用例に基づき詳説する
が、本発明はパンツ型紙おむつ、生理用ナプキン等、他の吸収性物品にも適用できること
はいうまでもない。
【００１８】
　（吸収性物品の構造例）
　図１及び図２は、本発明が対象とする止着式紙おむつを示している。この紙おむつ例で
は、使用者の肌側に位置する透液性の表面シート１と、製品の外側に位置し、実質的に液
を透過させない不透液性裏面シート２との間に、例えば長方形又は好ましくは図示のよう
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に砂時計型のある程度剛性を有する吸収体３が設けられている。
【００１９】
　裏面シート２は吸収体３より幅広の長方形をなしており、その外面に、肌触り性向上の
ために不織布等からなる外装シート６が設けられている。裏面シート２はポリエチレンフ
ィルム等のプラスチックフィルムにより形成することができる。
【００２０】
　一方、表面シート１は吸収体３より幅広の長方形をなし、吸収体３の側縁より若干外方
に延在し、裏面シート２とホットメルト接着剤などにより接着されている（この固着部分
を含めて本形態に関係する固着部分を符号＊で示す）。表面シート１は、スパンボンド不
織布、エアスルー不織布、ＳＭＳ不織布、ポイントボンド不織布等の各種不織布からなも
のである。
【００２１】
　吸収体３は、少なくとも液透過性を有するシート３ｓ、例えばクレープ紙、不織布、孔
開きシート等の液透過性シートにより包まれる。特に、クレープ紙のように吸収性を有す
るシート３ｓが好適に用いられる。
【００２２】
　表面シート１と吸収体３との間には、表面シート１を通過した体液を広い範囲にすばや
く拡散させる、あるいは吸収体３にすばやく移行させる等の目的で、不織布からなるセカ
ンドシート８が設けられる。セカンドシート８としては、無孔又は孔開きの不織布、短繊
維又は長繊維不織布等を用いることができる。この不織布にレーヨンやセルロース誘導体
などの保水性繊維を含ませたり、親水剤を添加したりすることができる。また、この不織
布としては、繊維密度が表面シート１の繊維密度より小さいものが好適であり、例えば繊
度が２．１ｄｔｅｘを超えるもの、特に２．１ｄｔｅｘを超え１１．０ｄｔｅｘ以下のも
のを使用できる。セカンドシート１Ｘに用いうる不織布の材質としては、ポリプロピレン
、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリアミド、ナイロン、レーヨン、ビニ
ロン、アクリルなどを挙げることができ、直接法による場合には、ポリプロピレン、ポリ
エチレンテレフタレート、ナイロン繊維からなるものが好適に採用できる。短繊維の接合
には、湿式法、乾式法（エアレイ法やカード法）、スパンレース法などにより、熱や接着
剤により点接着、水流や針等で交絡させる形態を挙げることができる。コア／シェル、サ
イドバイサイド構造の複合繊維からなる不織布も挙げることができ、この複合繊維として
、ポリエチレンテレフタレート／ポリエチレン、ポリプロピレン／ポリエチレン、ポリプ
ロピレン／ポリプロピレンなどを挙げることができる。
【００２３】
　他方、紙おむつの両脇部には、使用面側に突出する脚周り用起立カフス９を設けること
ができる。この起立カフス９は、実質的に幅方向に連続した不織布からなるサイドシート
４と、１本の又は図示のように複数本の糸ゴム等の弾性伸縮部材５とにより形成できる。
サイドシート４は、透液性でなく実質的に不透液性（半透液性でもよい）であるのが望ま
しく、例えば不織布に対してシリコン処理などにより撥水処理を施してなるシート等を用
いることができる。おむつの装着時には、おむつが体に沿って舟形をなすこと、及び各弾
性伸縮部材５，５…の収縮力が作用することにより、脚周りに起立カフス９が起立してバ
リヤーとなり、排泄物の横漏れが防止される。
【００２４】
　また、図示例の紙おむつは、テープ止着式の紙おむつであり、背側部分の両側端部に止
着片７Ａをそれぞれ有し、この止着片７Ａを腹側部分表面に設けたターゲットテープ７Ｂ
に止着することにより、胴回り開口部および一対の脚周り開口部が形成されるものである
。パンツ型の紙おむつの場合、これらの止着手段が省略される代わりに、腹側部分及び背
側部分の両側縁部がヒートシール等の接合手段により予め接合される。
【００２５】
　（吸収体について）
　本発明は、吸収体３としてトウからなる繊維集合体１０を含むことを前提とするもので
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ある。本発明のトウからなる繊維集合体１０を構成する繊維（以下、単にトウ構成繊維と
いう）としてはを用いる。
【００２６】
【００２７】
　セルロースエステルとしては、例えば、セルロースアセテート、セルロースブチレート
、セルロースプロピオネートなどの有機酸エステル；セルロースアセテートプロピオネー
ト、セルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートフタレート、硝酸酢酸セル
ロースなどの混酸エステル；およびポリカプロラクトングラフト化セルロースエステルな
どのセルロースエステル誘導体などを用いることができる。これらのセルロースエステル
は単独で又は二種類以上混合して使用できる。セルロースエステルの粘度平均重合度は、
例えば、５０～９００、好ましくは２００～８００程度である。セルロースエステルの平
均置換度は、例えば、１．５～３．０（例えば、２～３）程度である。
【００２８】
　セルロースエステルの平均重合度は、例えば１０～１０００、好ましくは５０～９００
、さらに好ましくは２００～８００程度とすることができ、セルロースエステルの平均置
換度は、例えば１～３程度、好ましくは１～２．１５、さらに好ましくは１．１～２．０
程度とすることができる。セルロースエステルの平均置換度は、生分解性を高める等の観
点から選択することができる。
【００２９】
　セルロースエステルとしては、有機酸エステル（例えば、炭素数２～４程度の有機酸と
のエステル）、特にセルロースアセテートが好適である。セルロースアセテートの酢化度
は、４３～６２％程度である場合が多いが、特に３０～５０％程度であると生分解性にも
優れるため好ましい。
【００３０】
　トウ構成繊維は、種々の添加剤、例えば、熱安定化剤、着色剤、油剤、歩留り向上剤、
白色度改善剤等を含有していても良い。
【００３１】
　本発明のトウ構成繊維の繊度は、１～１６デニールであれば良いが、好ましくは１～１
０デニール、さらに好ましくは２～８デニール程度である。本発明のトウ構成繊維は、捲
縮繊維とし、その捲縮繊維の捲縮度は、１インチ当たり１５～５０個とする。また、均一
に捲縮した捲縮繊維を用いる場合が多い。捲縮繊維を用いると、嵩高で軽量な吸収体を製
造できるとともに、繊維間の絡み合いにより一体性の高いトウを容易に製造できる。トウ
構成繊維の断面形状は、特に限定されず、例えば、円形、楕円形、異形（例えば、Ｙ字状
、Ｘ字状、Ｉ字状、Ｒ字状など）や中空状などのいずれであってもよい。トウ構成繊維は
、例えば、３，０００～１，０００，０００本、好ましくは５，０００～１，０００，０
００本程度の単繊維を束ねることにより形成されたトウ（繊維束）の形で使用することが
できる。繊維束は、３，０００～１，０００，０００本程度の連続繊維を集束して構成す
るのが好ましい。
【００３２】
　トウは、繊維間の絡み合いが弱いため、主に形状を維持する目的で、繊維の接触部分を
接着または融着する作用を有するバインダーを用いることができる。バインダーとしては
、トリアセチン、トリエチレングリコールジアセテート、トリエチレングリコールジプロ
ピオネート、ジブチルフタレート、ジメトキシエチルフタレート、クエン酸トリエチルエ
ステルなどのエステル系可塑剤の他、各種の樹脂接着剤、特に熱可塑性樹脂を用いること
ができる。
【００３３】
　熱可塑性樹脂は、溶融・固化により接着力が発現する樹脂であり、水不溶性または水難
溶性樹脂、および水溶性樹脂が含まれる。水不溶性または水難溶性樹脂と水溶性樹脂とは
、必要に応じて併用することもできる。
【００３４】
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　水不溶性または水難溶性樹脂としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチ
レン－プロピレン共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体などのオレフィン系の単独又
は共重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリメタクリル酸メチル、メタクリル酸メチル－アクリル
酸エステル共重合体、（メタ）アクリル系モノマーとスチレン系モノマーとの共重合体な
どのアクリル樹脂、ポリ塩化ビニル、酢酸ビニル－塩化ビニル共重合体、ポリスチレン、
スチレン系モノマーと（メタ）アクリル系モノマーとの共重合体などのスチレン系重合体
、変性されていてもよいポリエステル、ナイロン１１、ナイロン１２、ナイロン６１０、
ナイロン６１２などのポリアミド、ロジン誘導体（例えば、ロジンエステルなど）、炭化
水素樹脂（例えば、テルペン樹脂、ジシクロペンタジエン樹脂、石油樹脂など）、水素添
加炭化水素樹脂などを用いることができる。これらの熱可塑性樹脂は一種又は二種以上使
用できる。
【００３５】
　水溶性樹脂としては、種々の水溶性高分子、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニ
ルピロリドン、ポリビニルエーテル、ビニル単量体と、カルボキシル基、スルホン酸基又
はそれらの塩を有する共重合性単量体との共重合体などのビニル系水溶性樹脂、アクリル
系水溶性樹脂、ポリアルキレンオキサイド、水溶性ポリエステル、水溶性ポリアミドなど
を用いることができる。これらの水溶性樹脂は、単独で使用できるとともに二種以上組合
せて使用してもよい。
【００３６】
　熱可塑性樹脂には、酸化防止剤、紫外線吸収剤などの安定化剤、充填剤、可塑剤、防腐
剤、防黴剤などの種々の添加剤を添加してもよい。
【００３７】
　トウからなる本発明の繊維集合体１０は公知の方法により製造でき、その際、本発明で
は所望のサイズ、嵩となるように開繊される。トウの開繊幅は任意であり、例えば、幅１
００～２０００ｍｍ、好ましくは１５０～１５００ｍｍ程度とすることができる。トウを
開繊すると、後述する高吸収性ポリマーの移動がより容易になるため好ましい。
【００３８】
　トウの開繊度合いを調整することにより、繊維集合体１０の密度を調整することができ
る。本発明の繊維集合体１０としては、厚さを１０ｍｍとしたときの繊維密度が０．００
６０～０．００７０ｇ／ｃｍ3とされる。過度に繊維密度が高くなると、トウからなる繊
維集合体１０を用いることによる利点が少なくなり、例えば軽量化や薄型化を図り難くな
る。また、本発明の繊維集合体１０の目付けは、０．００７５ｇ／ｃｍ2以下、特に０．
００６０～０．００７０ｇ／ｃｍ2であるものが好適である。繊維目付けは、原反となる
トウの選択、あるいはその製造条件により調整できる。
【００３９】
　トウの開繊方法としては、例えば、トウを複数の開繊ロールに掛渡し、トウの進行に伴
なって次第にトウの幅を拡大して開繊する方法、トウの緊張（伸長）と弛緩（収縮）とを
繰返して開繊する方法、圧縮エアーを用いて拡幅・開繊する方法などを用いることができ
る。
【００４０】
　図３は開繊設備例を示す概略図である。この例では、原反となるトウ１１が順次繰り出
され、その搬送過程で、圧縮エアーを用いる拡幅手段１２と下流側のロールほど周速の速
い複数の開繊ニップロール１３，１４，１５とを組み合わせた開繊部を通過され拡幅・開
繊された後、バインダー添加ボックス１６に通され、バインダーを付与（例えばトリアセ
チンのミストをボックス中に充満させる）され、所望の幅・密度のトウからなる繊維集合
体１０として形成されるようになっている。
【００４１】
　トウからなる繊維集合体１０には、高吸収性ポリマーを含有させることができる。この
高吸収性ポリマーとしては、カルボキシメチルセルロース、ポリアクリル酸およびその塩
類、アクリル酸塩重合体架橋物、澱粉－アクリル酸グラフト共重合体、澱粉－アクリロニ
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トリルグラフト共重合体の加水分解物、ポリオキシエチレン架橋物、カルボキシメチルセ
ルロース架橋物、ポリエチレンオキサイド、ポリアクリルアミド等の水膨欄性ポリマーを
部分架橋したもの、あるいはイソブチレンとマレイン酸との共重合体等が好適に用いられ
る。製品の吸湿によるブロッキング性を抑制するためにブロッキング防止剤が添加された
ものも用いることができる。また高吸収性ポリマーとしては、粉体状、粒子状、顆粒状、
ペレット状、ゾル状、サスペンジョン状、ゲル状、フィルム状、不織布状等のさまざまな
形態をもったものがあるが、これらはいずれも本発明において使用可能であり、特に粒子
状のものが好適に使用される。
【００４２】
　高吸収性ポリマーを含有させる方法としては、トウからなる繊維集合体１０に対して粉
粒状の高吸収性ポリマーを散布する方法、トウからなる繊維集合体１０にモノマー（高吸
収性ポリマーとなるもの）を含浸した後に重合する方法や、未架橋のゲル状高吸収性ポリ
マーをトウからなる繊維集合体１０にコートした後に架橋処理を施す方法等を採用するこ
とができる。高吸収性ポリマーの目付け量は、本発明では０．０１～０．０２５ｇ／ｃｍ
2とされる。
【００４３】
　また、繊維集合体１０中に高吸収性ポリマーを含有させるのに代えて、あるいは繊維集
合体１０中に高吸収性ポリマーを含有させるのとともに、トウからなる繊維集合体１０の
表面側および裏面側の少なくとも一方に高吸収性ポリマーを層状に設けることもできる。
特に繊維集合体１０の裏面側に高吸収性ポリマー層を設けるのは好ましい。これらの場合
において、高吸収性ポリマーは繊維集合体１０を包むシート３ｓに接着剤により接着する
ことができる。この場合の接着剤としては前述の熱可塑性樹脂を用いることができる。
【００４４】
　また、繊維集合体１０は、図４（ａ）（ｂ）に示すように、そのトウの繊維連続方向（
直線で表している）が物品の前後方向に沿うように設けるのが望ましいが、図４（ｃ）（
ｄ）に示すようにトウの繊維連続方向が物品の幅方向に沿うように設けることもできる。
なお、図１０中における符号ＤＰは紙おむつを、及び符号ＮＰは生理用ナプキンを示して
いる。
【００４５】
　（溝を有する表面側層について）
　また、本発明では、吸収体３の表面側に設けられた表面側層としての、表面シート１、
セカンドシート８のいずれか一つまたは全てに連続線状の溝２０が形成される。表面シー
ト１に溝２０を設けると、より早期に体液を拡散させることができる点で有利である。ま
たセカンドシート８や繊維集合体１０を包むシート３ｓに溝を設けると、肌からより遠い
位置で液を拡散させることができるため、ウェット感が和らぐ点で有利である。製造の容
易性と効果とのバランスを考慮すると、表面シート１またはセカンドシート８のみか、あ
るいは両シート１，８に溝２０を設けるのが好ましい。
【００４６】
　本発明の溝２０の形態としては、主に体液の拡散方向を考慮して適宜定めることができ
、例えば、次のような形態を採用することができる。
(1) 図１に示すように、物品前後方向に沿って溝２０を設ける形態。
(2) 図５に示すように、物品幅方向に沿って溝２０を設ける形態（ただし、図５に示す形
態は本発明に含まれない比較形態である）。
(3) 図１や図２に示すように、溝２０を適切な間隔をもって複数列設ける形態。
(4) 図６に示すように、物品前後方向に沿う複数列の溝２０と物品幅方向に沿う複数列の
溝２０を交差させて設ける形態（すなわち格子状に溝２０を設ける形態）
(5) 図７に示すように、物品前後方向に沿って複数列の溝２０を設けるとともに、物品前
後側部分にのみ物品幅方向に沿う溝２０を設けた形態。
(6) 図８に示すように、排泄位置を囲むように環状に溝２０を設けた形態。
【００４７】
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　本発明の溝２０を設ける範囲は、体液の拡散範囲を考慮して適宜定めることができ、例
えば、次のような形態を採用することができる。
(1) 対象シートの全体または略全体（例えば面積率で８０％以上）。
(2) 図９に示すように、対象シートの一部、例えば物品前後方向若しくは幅方向の中間部
若しくは両端部のみ。
(3) 図１等に示すように、少なくとも吸収体３と重なる範囲。
【００４８】
　本発明の溝２０の数は適宜定めれば良く、一本であっても良いが、複数本、特に三本以
上設けるのが好ましく、特に物品前後方向に沿う溝を三本以上設けるのが好ましい形態で
ある。
【００４９】
　本発明の溝２０の長さ、幅、深さ、および複数設ける場合の間隔は適宜設定することが
できる。これらの寸法は一概に定めることはできないが、紙おむつや生理用ナプキンの通
常の形態では、溝２０の長さは、５０ｍｍ～１０００ｍｍ、特に７０ｍｍ～７００ｍｍと
するのが好ましい。また、溝２０の幅は、０．５ｍｍ～５０ｍｍ、特に１ｍｍ～２０ｍｍ
とするのが好ましい。また、溝２０の深さは、０．０５ｍｍ～１０ｍｍ、特に０．１ｍｍ
～５ｍｍとするのが好ましい。さらに、溝２０の間隔は、０．５ｍｍ～１５０ｍｍ、特に
１ｍｍ～５０ｍｍとするのが好ましい。
【００５０】
　本発明の溝２０は、溝２０を有するように素材自体を製造（例えば断面波状に製造する
等）することにより形成するのではなく、適宜の製造工程で対象の部材にエンボス加工を
施すことにより形成する。この場合、連続線状のパターンにより溝２０を形成する他、図
１０に示すように点状の圧縮部２１を多数連ねたパターンを採用し、圧縮部２１相互が近
接することにより連続線状の溝２０を形成する手法も採用できる。
【００５１】
　本発明において複数のシートに溝２０を設ける場合、溝２０の形態を異ならしめること
ができる。例えば、表面シート１では物品前後方向に沿って溝２０を延在させ、セカンド
シート８では幅方向に沿って溝２０を延在させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】展開状態の紙おむつの平面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ断面図である。
【図３】トウからなる繊維集合体の製造フロー図である。
【図４】吸収性物品におけるトウ繊維の連続方向例を概略的に示す平面図である。
【図５】別の紙おむつ例の平面図である。
【図６】別の紙おむつ例の平面図である。
【図７】別の紙おむつ例の平面図である。
【図８】別の紙おむつ例の平面図である。
【図９】別の紙おむつ例の平面図である。
【図１０】圧縮加工による溝の例を示す平面図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１…表面シート、２…裏面シート、３…吸収体、３ｓ…繊維集合体を包むシート、４…
サイドシート、５…弾性伸縮部材、６…外装シート、７Ａ…止着片、７Ｂ…ターゲットテ
ープ、８…セカンドシート、９…起立カフス、１０…繊維集合体、２０…溝、２１…圧縮
部。
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